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トピックス１：入居者与信システム等、賃貸管理業務支援ソフトのご紹介について  

本会では、平成２４年７月より新たなサポート事業として、アークシステムテクノロジーズ㈱が

運営する「ＣＩＺクレジットインフォメーション」（入居者与信システム）と「ＣＩＺ宅建保証」（家

賃保証システム）を推奨商品としてご紹介しております。 

また、㈱リアルプロ・ホールディングスが製作した賃貸管理業務支援ソフト「賃貸管理サポート

２０１２」（月次管理ソフト）と「賃貸住宅事業収支計算ソフトＰＲＯ２０１２」（収支計算ソフト）

も推奨商品としてご紹介しております。 

上記商品内容や利用方法については、本会ホームページＴＯＰに各社のホームページへのリンク

を貼り付けておりますのでご確認下さい。また、詳細なお問い合わせは、アークシステムテクノロ

ジーズ㈱（０３－５４５６－９１８８）、㈱リアルプロ・ホールディングス（０３－５３５８－７

５９０）まで、ご連絡下さい。 

 

トピックス２：電話法律相談（無料・要予約）のご案内  

 本会顧問弁護士による賃貸管理に関する電話法律相談を、毎週月曜日（休日の場合は翌日）１３

～１６時に「完全事前予約制」で実施いたします。 

 事前予約方法、休止日等につきましては、本会ホームページの「電話法律相談のご案内」（ＴＯ

Ｐページ右側のバナー）でご確認下さい。 

※ご注意・・・相談回数は１日１回、時間は１回１５分以内、内容は１回につき１件でお願いします。 

【８月の法律相談日】６日（月）、２０日（月）、２７日（月） ※１３日（月）は休止。 

 

≪協会からのお知らせ≫ 本会ホームページの改修について  

 ７月より、本会ホームページを改修しております。主な改修点は以下の通りです。 

①ＴＯＰページに「全宅管理版 住宅賃貸借契約（改訂版）の解説」バナーを作成し、平成２４年

２月の国土交通省の標準契約書改訂に伴い改訂した本会契約書の解説を掲載いたしました。 

②会員専用コンテンツに、「電話法律相談 よくある相談内容と回答（ＦＡＱ）」を追加し、法律相

談に寄せられた相談内容で件数が多いものに対する弁護士の回答を掲載いたしました。 

※上記①の一部、②をご覧いただくには、会員個別のユーザーＩＤ・パスワードが必要となります。ご不

明の方は下記【問い合わせ先】までご連絡下さい。 

その他、会員ページの「協会からのお知らせ」に、本会策定の『住宅賃貸借契約書「原状回復」

条項について』を掲載し、原状回復の条件につき、ガイドラインに示す一般的な取扱いによる場合

の他、より明瞭で、契約当事者間の紛争を予防し、消費者保護にも資することを目的とした特約例

を示しておりますので、ご確認下さい。 

本会ホームページは、「協会からのお知らせ」をはじめ、随時情報更新を行っております。今後

も、会員の皆様からのご意見・ご要望の下、利用しやすいホームページを構築して参ります。 

 

 

 

【問い合わせ先】一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会 事務局 

〒101－0032 東京都千代田区岩本町 2－6－3 全宅連会館 

（電話）03－3865－7031 （ＦＡＸ）03－5821－7330 （Ｅメール）ｚｅｎｔａｋｕｋａｎｒｉ＠ｂｚ０１．ｐｌａｌａ．ｏｒ．ｊｐ 

（ホームページ）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎｋａｎ．ｊｐ／ ※全国賃貸不動産管理業協会で検索下さい。 


